
令和８年２月１日(日)
１０時～１２時

豊明市役所ホール(本館２階)

豊明市議会主 催

第１部
常任委員会の報告
・総務委員会
・健康福祉委員会
・建設文教委員会

第２部
意 見 交 換 会

内容
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健康福祉委員会
委員長

岡島 ゆみこ

副委員長

中堀 りゅういち

委 員

服部 龍一
林 ゆきひろ
鵜飼 貞雄
堀内 ちほ
清水 義昭

主な所管

心身障がい者福
祉、高齢者福祉、
児童福祉、福祉
医療、生活保護、
健康推進、保育
園、母子保健、
保健センターなど

本日の報告内容

１.第２子以降の保育料

２.こども誰でも通園

３.いただいたご意見より

１.第２子以降の保育料

愛知県

令和７年１０月より
保育料軽減の対象

第３子以降 → 第２子以降

豊明市
愛知県の制度と連動し負担軽減を図る

主な質疑・答弁
市独自の検討は？

↓
愛知県の補助対象はＤ８までだが、豊明市は独自
でＤ９まで補助。

県内で第２子以降完全無償化している自治体は？
↓

第２子以降完全無償化の実施自治体は９市町。

第２子以降完全無償化をした場合の予算は？
↓

試算していないが相当かかるのでＤ９まで含めた。

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

１.第２子以降の保育料

令和７年６月定例月議会



主な討論
●第２子以降の完全無償化や、第３
子以降にも踏み込むべきでは。

●今回の制度は令和７年１０月１日
以降に入所した第２子が対象で既に
入所している家庭は対象外。誤解が
生じないよう丁寧な周知を。

賛成

賛成

１.第２子以降の保育料

採決の結果

全会一致にて可決

１.第２子以降の保育料

２.こども誰でも通園

こども誰でも通園とは
●こども家庭庁が、令和８年度より全国実施を目
指す

就労要件に関わらず、生後６か月から３歳未満の
未就園児が、月１０時間まで保育施設等で過ごす
ことができる制度。

こどもたちの育ちを支え、保護者の孤立を防ぐこ
とが目的

理事者の提案
●令和８年度から以下の３箇所で実施
・子育て支援センター「たけのこ」
・子育て支援センター「ひまわり」
・名古屋短期大学桜花学園大学付属幼稚園

●利用条件
・１時間あたり３００円を基準
・事前申請と施設での面談が必要
・こども一人あたり月１０時間が上限

２.こども誰でも通園

令和７年９月定例月議会



主な質疑・答弁
月１０時間の上限では少ないのでは？

↓
今回は国基準で実施してみる。

保育園で実施すべきでは？
↓

検討してみたが０・１歳児を中心に潜在的待
機児童が多く実施は困難。利用状況をみなが
ら拡大を検討する。

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

２.こども誰でも通園

主な討論
●保育園に通っていない子や育休退園した
子への支援としてあったほうがいい。

●こどもの育ちの支援目的で月１０時間は
少ない。保育園で実施をしてほしい。

●積極的に子育てしやすいまちに向けてさ
らに取り組んでほしい。

賛成

賛成

２.こども誰でも通園

賛成

採決の結果

全会一致にて可決

２.こども誰でも通園

育休退園
●豊明市では、
・２歳児以上の育休退園制度→廃止
・０，１歳児の育休退園制度→ある

●県内でも、
・約４０の市町村が育休退園制度を
維持している

３.いただいたご意見より



保育料無償化
(県1/2補助)

保育料半額
(県1/4補助)

保育料半額
(市独自)

１.第２子以降の保育料

※令和７年度保育所等利用案内より







    
  


